


横須賀忠利議員に対する議員辞職勧告決議(案) 

 

私たち高根沢町議会議員は、議員として町民から負託を受けたその職責の重さを深

く自覚し、高い倫理観と見識を持って、町民の代表者としての相応しい品位を保たね

ばなりません。 

そのため、議会の最高規範である高根沢町議会基本条例第５条（議員の政治倫理）

では、「議員は、町民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影

響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなけれ

ばならない」としています。 

また、高根沢町議会議員政治倫理条例第４条第２項では、「議員は、政治倫理に反

する事実があると疑惑を持たれた場合には、率先してその疑惑を解明し、責任を明ら

かにしなければならない」とし、議員が活動上で疑惑がもたれた場合は、しっかりと

説明責任を行うことが求められています。 

こうした中、横須賀忠利議員の発言や街宣活動により、鬼怒川東部土地改良区職員

が精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求の訴訟を起こし、東京高等裁判所で損害賠

償金の支払いが確定しました。これらのことが、高根沢町議会議員政治倫理条例第４

条（政治倫理基準）第１号「町民全体の代表として、その職務に関して、不正の疑惑

をもたれるおそれのある行為をしないこと」に違反する疑いがあるとして、令和６年

９月 13 日付で、森弘子議員を代表とする議員８名から、横須賀忠利議員に対する審

査請求書が神林議長に提出され、政治倫理審査会が設置されました。 

政治倫理審査会は５回開催されました。開催期間中、横須賀忠利議員は審査会委員

に対して制裁を加えるような発言や委員の自宅に配達記録付き郵便で審査会におけ

る委員の発言に関する「情報公開質問状」を送り付ける行為は、高根沢町議会政治倫

理条例の目的を理解しているとは言い難く、議員の資質に欠けるものであるとしまし

た。審査結果は、「議員辞職勧告が相当」とし、令和６年 12月３日に議長へ報告がな

されました。 

これを受けて、同日、議長が横須賀忠利議員に「辞職勧告」を行おうとしましたが、

拒否されたので、余儀なく文書を配達記録付きで郵送せざるを得ない事態を招きまし

た。 



そのため、この事由を加えた「横須賀忠利議員に対する議員辞職勧告決議案」が、

令和７年３月定例議会最終日に森弘子議員を代表とする議員８名から提出され、賛成

多数で可決されました。 

また、令和７年９月議会の最終日に２回目の「横須賀忠利議員に対する辞職勧告決

議案」が提出され、賛成多数により可決されました。 

私たち議員は、議会での議決結果を最大限尊重しなければならない事は当然なので

すが、横須賀忠利議員においては、議員を辞職することなく、議員活動を続けていま

す。 

町民の代表者である横須賀忠利議員が「議員辞職勧告」、「議員辞職勧告決議」を無

視する行為は、本町議会の議決結果を無視するものであり、本町議会の名誉と権威を

著しく傷つけ、本町議会に対する町民の信頼を失墜させるものであり、横須賀忠利議

員の責任は極めて大きく、議会として看過することはできません。 

よって、横須賀忠利議員は、議員として自らの責任を重く受け止め、自らの意思に

より速やかに議員を辞職するよう改めて強く勧告します。 

以上、決議します。 

 

令和７年 12月 10日 

                      高 根 沢 町 議 会 

 


